
さとやま通信　vol.117
かせやまの森学校
クワガタの森づくりと自然観察
　世界的に自然環境が悪化し昆虫の数が減っています。クワガタムシなど
の虫を増やす試みをしている方に森づくりを教えてもらいます。
■時 �10月19日（日）、12月21日（日）　午前9時30分～午後2時30分　※雨天中止
■定 �10人（中学生以上）�先着
カエルとトンボの池づくり
　棚田跡に池をつくり、カエルやトンボが戻ってくるように、地面を掘った
り太陽光発電で水を引いたりします。
■時11月30日（日）　午前9時30分～午後2時30分　※雨天中止
■定10人�先着

■所 �かせやまの森（参加者に地図を送ります。）
■持軍手、タオル、飲み物、携帯食、山歩きの服装
■申 �開催10日前までにメールまたはファックスで次へ。
■問・■主かせやまの森創造社　中村
　☎075‐256‐5055　 kaseyama.sozo01@gmail.com

浄化槽は維持管理が大切
10月1日は「浄化槽の日」

　管理が不十分な浄化槽は、近隣に悪臭で迷惑をかけ、側溝や河川を汚し、生活環境を悪化させることがあります。
　浄化槽を使用する場合は、次の3つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」を守り、正しく管理しましょう。

保守点検は登録業者に
　概ね3～4か月に1回以上（機種で異なる）、府の登録
業者による保守点検（機械の点検・補修や消毒剤の補給
など）を受けてください。
■問 �・京都府山城南保健所　環境衛生課環境係
　　☎72‐4303（直通）
　・（公社）京都保健衛生協会　☎075‐681‐1727

清掃は許可業者に
　浄化機能の維持のために、年1回以上、相楽広域行政
組合の許可を受けた業者の清掃を受けてください。ま
た、下水道への切り替えや建物の解体で浄化槽を廃止
する場合は、槽の最終清掃が必要です。

浄化槽清掃業者
㈱クリーンサービス山城 ☎94‐3241
㈱相楽清掃 ☎76‐2417
相楽商事 ☎62‐3009
㈲フシミ ☎075‐601‐6714
大和清掃 ☎0742‐61‐4798
城南衛生㈱ ☎62‐9000
平安衛生開発㈱ ☎62‐1732

定期検査は指定検査機関に
　使用開始後の3～5か月の間に1回（7条検査）、その
後は1年に1回（11条検査）、府知事が指定した検査機
関の検査を受けなければならないことが、浄化槽法で
義務づけられています。
指定検査機関　
（社）京都保健衛生協会　☎075‐681‐1727

■問 �相楽広域行政組合事務局　☎72‐0421
　環境課　☎75‐1215

https://www.fujiharakaikei.com

●相続・贈与の手続・申告●相続税対策・遺言書作成
●譲渡所得・その他所得の確定申告●法人税・消費税
の申告●月次損益・決算●法人設立●建設業許可

税理士・行政書士（各種相談対応します）

相談しやすい法律事務所

弁護士 〈奈良弁護士会所属〉

〈奈良弁護士会所属〉

奈良市登大路町 11－1 登大路プラッツ３階

松本　 浩志
板野　 陽一弁護士

松本・板野法律事務所
過払金・借金相談初回無料

小さなお悩み事でも，お気軽にお電話ください
過払金・労働問題・離婚・借金・相続・破産など
近鉄奈良駅徒歩5分　駐車場完備　法テラス対応 造園 にしむら

（木津川市相楽大里） 
☎・     0774-73-1622

相談・見積もり無料
日本園芸協会・庭園管理士 認定

何か困った事はありませんか！
お庭のお手入れお任せください！
・樹木剪定　・草刈り（3,000円～）
・伐採　　　・消毒全般
・除草害虫駆除
（年間管理も承ります。）

FAX

202025.10

家屋を新築・増築した（する）方へ
家屋調査に協力を

　令和7年1月2日～令和8年1月1日に、新築・増築した家屋は、令和8年度から固定資産税・都市計画税の課税対象
になります。
　家屋の固定資産税評価額を適正に算出するための調査が「家屋調査」です。
　対象の方には、順次、資料提出を依頼しますので、協力をお願いします。
　また、新築・増築した家屋で令和8年1月中旬までに、連絡がない場合は、税務課まで連絡ください。

対象家屋 住家、店舗、工場、倉庫その他の建物
調査内容 家屋の構造、間取り、内装資材、建築設備など
評価額 国が定める「固定資産評価基準」に従って算出

固定資産税の減額措置制度
　次の制度に該当する家屋の固定資産税が申告により減額されます。必要な書類などは、税務課に問い合わせる
か、市ホームページを確認ください。（都市計画税は減額の対象になりません。）

住宅の熱損失防止（省エネ）改修に伴う固定資産税の減額
　平成26年4月1日以前に建てた住宅（賃貸住宅を除
く）で、令和8年3月31日までの間に、本制度の要件を
満たす省エネ改修工事をおこなった場合は、工事が完
了した年の翌年度分の固定資産税額（120㎡相当分ま
で）の3分の1（長期優良住宅の認定を受けて改修され
る場合は3分の2）が減額されます。

居住安全（バリアフリー）改修工事に伴う固定資産税の減額
　新築した日から10年以上を経過した住宅（賃貸住宅
を除く）で、令和8年3月31日までの間に、本制度の要
件を満たすバリアフリー改修工事をした場合は、工事
が完了した年の翌年度分の固定資産税額（100㎡相当
分まで）の3分の1が減額されます。

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額
　昭和57年1月1日以前に建てた住宅で、令和8年3月
31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる改修工
事（1戸当り50万円超のもの）をした場合は、工事が完
了した年の翌年度分の固定資産税額（120㎡相当分ま
で）が2分の1（長期優良住宅の認定を受けて改修され
る場合は3分の2）が減額されます。

共通事項
・�減額措置の適用は、1戸について1回限りです。
・�省エネ改修とバリアフリー改修に伴う減額措置は併
用ができます。
・�耐震改修の減額措置を受けている住宅は、併用はで
きません。
・�改修工事完了後、原則として3か月以内に、必要書類
を添付して税務課に申告ください。様式は市ホーム
ページからダウンロードができます。

税務課　☎75‐1203

第35回　都市計画審議会
　傍聴を希望する方は、開催予定時刻の30分前までに
お越しください。
■時 �11月5日（水）　午前9時～
■所 �市役所5階「全員協議会室」

■内 �（1）�第2次木津川市都市計画マスタープラン後期計
画（素案）について

　（2）�その他
■定 �10人（当日抽選）

都市計画課　☎75‐1222
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